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１【提出理由】

 2019年５月28日開催の当社第103回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条

の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出す

るものです。 

 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日 

2019年５月28日 

 

(2）当該決議事項の内容 

第１号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件 

監査等委員である取締役を除く取締役として、津田純嗣、小笠原浩、村上周二、南善勝、髙宮浩一お

よび小川昌寛の６氏を選任するものです。 

 

第２号議案 監査等委員である取締役５名選任の件 

監査等委員である取締役として、塚畑浩一、中山裕二、秋田芳樹、坂根淳一および塚本英巨の５氏を

選任するものです。 

 

第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する業績連動型株式報酬等の額改定の件 

取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する業績連動型株式報酬等の額およびポイント付与

条件を改定するものです。 
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(3）当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要

件ならびに当該決議の結果 

決議事項 賛成 反対 棄権 
行使された総
議決権数 

賛成率 決議結果 

第１号議案            

津田 純嗣 1,865,662個 9,849個 242個 1,986,476個 93.91％ 可決 

小笠原 浩 1,860,529個 14,980個 242個 1,986,474個 93.65％ 可決 

村上 周二 1,858,519個 16,992個 242個 1,986,476個 93.55％ 可決 

南 善勝 1,865,386個 10,125個 242個 1,986,476個 93.90％ 可決 

髙宮 浩一 1,865,256個 10,255個 242個 1,986,476個 93.89％ 可決 

小川 昌寛 1,865,397個 10,114個 242個 1,986,476個 93.90％ 可決 

第２号議案            

塚畑 浩一 1,833,617個 41,914個 242個 1,986,496個 92.30％ 可決 

中山 裕二 1,833,579個 41,952個 242個 1,986,496個 92.30％ 可決 

秋田 芳樹 1,871,602個 4,149個 30個 1,986,504個 94.21％ 可決 

坂根 淳一 1,867,055個 8,696個 30個 1,986,504個 93.98％ 可決 

塚本 英巨 1,871,551個 4,200個 30個 1,986,504個 94.21％ 可決 

第３号議案 1,860,043個 12,571個 3,291個 1,986,628個 93.62％ 可決 

（注） 各議案の可決要件はつぎのとおりです。 

・第１号議案および第２号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主

の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。 

・第３号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。 

 

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 

 本株主総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の数を

合計したことにより、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、これら以外の議決権の数に

ついては、賛成、反対および棄権の意思表示に係る議決権の数に加算しておりません。 

 

以 上
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